
 

 

令和２年７月豪雨災害廃棄物処理に係る支援調査及び仮置き場管理について 

 

１ 被害の状況 （令和３年１１月 1 日現在） 

  死者 6７名、行方不明者 2 名 

  全壊 1,493 棟 半壊 3,116 棟 床上浸水 282 棟 

  災害廃棄物推計４３万トン 

 

２ 経緯 

7 月 4 日  人吉市、多良木町から支援要請 

7 月 5 日  芦北町、相良村、津奈木町、山江村から支援要請 

        芦北町では事前相談無く仮置き場を設置し、住民にホームページ

で周知 

錦町、湯前町、あさぎり町から支援要請 

        三役会議、県と打合せ 

        南部支部会員説明会 

人吉市で、事前相談無く仮置き場を設置し、防災行政無線で周知 

した旨報告受け（この時点で人吉市全域に避難指示発令中） 

この情報を受け三役、南部支部長、県、緊急車両で人吉市仮置き

場（中核団地用地）現状確認後、人吉市と打合せ 

7 月７日  八代市、南関町から支援要請 

三役会議 

        協会員への応援アンケートを実施 

7 月 8 日  小国町、南小国町から支援要請 

人吉市の件で協会、地元県議、人吉市長、総務部長、環境部長、

課長、県、熊本市派遣職員で今後の打合せ、 

7 月 9 日  支部長幹事社会議 

臨時理事会  

7 月 10 日 球磨村から支援要請 

芦北町打ち合わせ及び現地確認、三役、役場係長、県、環境省 

人吉市仮置き場確認 

7 月 11 日 支援アンケート結果を幹事社に送付、南部支部以外の支部を応援

振り分け 

7 月 13 日 循社課から高速道路通行が無料化されるとの報告あり 

7 月 14 日 幹事社に高速無料化に関する情報通知 
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7 月 16 日 三役幹事社会議 

7 月 17 日 三役会議、理事会  

7 月 21 日 三役と家電リサイクル業 2 社との打合せ、 

7 月 22 日 三役幹事社会議  

7 月 24 日 各幹事社に注意喚起の意味で「労働安全衛生の保持について」を 

      発出 

7 月 27 日 県と今後の支援一廃施設の振り分けについて打合せ 

8 月 11 日 三役幹事社会議 

9 月 1 日  三役幹事社会議 

10 月 1 日 三役幹事社会議 

 

３ 各自治体との対応 

（１） 要請自治体数 

    14（２市９町３村） 

（２） 主な要請内容 

    仮置き場からの災害廃棄物処理 

（３） 自治体との契約方法 

   ・仮置き場管理及び収集運搬、処分業務を、原則、各自治体所在の 

    協会幹事社（13 社）で委託を受け、不足分は協会員に再委託 

    処分先には福岡、佐賀、宮崎、鹿児島の一廃施設の他、県外の処理施設 

セメント会社等も含まれる。   

（４） 家電４品目 

    家電リサイクル法に基づき県内業者（２社）が対応 

 

４ 現在の状況 

  片付けゴミは令和２年１２月で終了、公費解体は今年度中の処理終了予定 

 

５ 支援調査方法について 

  別添資料のとおり 

 

６ 仮置き場運営について 

  今回、災害廃棄物持ち込みに際し、複数レーンを設けて仮置き場受け入れの

迅速化を図った。経緯は以下の通り 
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  人吉市の仮置き場は、発災直後、仮置き場を担当支部長に相談無く開設し 

たため、渋滞を引き起こし混乱した。 

現場を確認した協会三役・担当支部長・県等と人吉市との間で調整を行い、 

午前中受け入れを止めて複数のレーンを作った。 

持ち込み者が分別せず持ってくる者と分別して持ってくる者がいたが結果 

として混廃は処理に時間が掛かるが、分別されていると時間が短くて済むこ 

とがわかったため、単品レーンを設け、渋滞解消と選別時間短縮を図った。 

このため分別して持って行くほうが被災者も待ち時間が少なくてすむ事が 

広まり早期に渋滞解消が出来た。 

  この件は、Youtube に「人吉豪雨災害復旧 7 日間の記録」としてアップされて

いるのでご覧ください。（https://youtu.be/p3lt5oM_An4） 

 

  なお、球磨村は、当初村内に開設できず、隣接している山江村に仮置き場を 

 設置し片付けゴミの処理を行った。 

 

７ 今後の災害発生に向けての対応 

  当協会では、現在、災害対策検討委員会（委員 16 名）でこれまでの災害対 

応についての課題と解決に向けた検討を行い、災害廃棄物処理マニュアルを 

改訂することとしている。 

その中では、支援体制の明確化、仮置き場管理に係る通常時の対応について 

記載することとし、このため本年総ての市町村の仮置き場選定用地を各支部

長等が現地確認し実態調査を行い、意見交換すると共に委員会に報告、また、

県にもその情報を提供したところ（別紙参照） 
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一般社団法人熊本県産業資源循環協会 

災害廃棄物支援に関する情報管理の概要 

令和３年１２月２４日現在 

 

本県協会では、協会員の情報を一元するために顧客管理ソフト（顧客大臣ＮＸ）を用いて会員の情報管

理を行っており、災害廃棄物処理についても迅速に対応するべく情報集録を行っている。 

 

 平常時には、協会員（処理業者のみ）に「災害廃棄物処理に対応可能な施設・車輌重機等の現状調査」 

を行い、車輌や重機の保有台数や施設等を本管理ソフトに入力している。（資料１） 

 

災害発生時には、協会員（処理業者のみ）に「災害廃棄物支援に関する会員企業の対応可能な支援の状

況調査」（資料２）を行い、調査結果を本管理ソフトに入力し、担当幹事社、関係支部長に送付している。 

また、支援稼働時には、仮置き場の幹事社に車輌や現場作業員等の実動数を確認し、本管理ソフトに入

力を行い、現状把握に努めている。 

 

 この様に、“支援調査”と“支援実動数”を同時に管理することで、支援可能な協会員だけでなく、実

動している協会員も把握することができる為、追加支援が必要となった場合は即座に仮置き場の幹事社

へ情報伝達することができるようになっている。（協会員をバランス良く配置し、全会員が一体となって

支援する体制を構築） 

 

【入力画面例】                   ※会員の情報管理（基本情報、支部（所在地）、 

許可内容、収集運搬車両・重機等） 

   

 

 

  

 

 

 

 ①      ②  ③          ④  ⑤         ⑥   ⑦      ⑧ 

 

 

 

 

 

                      （１）支援調査         （２）支援実働数 

（１）支援調査 入力項目 

①支援可能項目（現場作業員、車輌・重機、処理等） ※裏面参照 

②支援可能（台）数 
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③受入可能廃棄物品目 ※裏面参照 

④支援可能な受入量 

⑤備考（単位） 

 

（２）支援実動数 入力項目 

⑥市町村（稼働中） 

⑦現場名（仮置場名） 

⑧稼働数 

 

（３）帳票の出力 

  管理データ（１）～（２）は、支部や処理業者ごとに帳票を出力（紙、Ｅｘｃｅｌデータ等）する 

ことができる。 

 

【入力例 ①支援可能項目】 

 

【入力例 ③受入可能廃棄物品目】 
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資料１ 

熊産協第 ５９ 号 

令和２年３月２５日 

  協会員 各位 

                         一般社団法人熊本県産業資源循環協会 

会  長    野 原 雅 浩 

 

熊本県及び市町村との災害廃棄物処理の支援活動に関する協定に伴う 

災害廃棄物処理に対応可能な施設・車両重機等の現状調査の確認に 

ついて 

 

時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、平成２１年５月１５日に熊本県と締結した「災害廃棄物処理の支援活動に関す

る協定」を基本として災害を想定した事項を規定した実施細目協定を平成２４年までに

全ての市町村と締結しており、平成２４、２７年豪雨災害、平成２８年熊本地震及び令

和２年７月豪雨災害の災害支援活動を実施して参りました。 

このため災害体制構築に向けて平成３１年３月１９日付けで現状調査を行い、貴会

員からご回答頂いているところです。 

つきましては、昨年度に引き続き車両や重機等の保有台数、施設等の実態調査を

行いますので、昨年度から変更がある場合は別紙：調査票にご記入のうえ、令和４年１

月日（金）までに協会へＦＡＸでご返信お願い致します。 

なお、変更がない場合にも、確認票にチェックいただき、令和４年１月  日（金）ま

でに協会へＦＡＸでご返信願います。 

 

                〔報告、問合せ先〕  （一社）熊本県産業資源循環協会 

                              ＴＥＬ０９６－２１３－３３５６ 

                              ＦＡＸ０９６－２１３－３３６２ 

                              担当者 ：久保 

 

                 切り取らずにそのままご返送ください。                       

 

【 確認票 】 

 

□  昨年度の調査票の内容に変更はありません。 

 

□  昨年度の調査票を変更します。（別紙：調査票に変更内容をご記入下さい。） 

 

 

 

会員企業名 

記入者名                          
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令和２年       月　  　日記入

　記入者名：

項　 目

1 会員企業名

車　両

　①深ボデーダンプ車

　②土砂ダンプ

　③平ボデーダンプ

　④特殊深ボデー車

　⑤パッカー車

　⑥ガット車

　⑦トレーラ土砂ダンプ

　⑧重機運送車両

重　機

　①ユンボ

　②ショベルローダー

　③フォークリフト

  ④フォーククロー

　③散水車

産業廃棄物処理施設

一廃許可 有　　・　　無

県届出 有　　・　　無

一廃許可 有　　・　　無

県届出 有　　・　　無

【記入方法は、別紙参照下さい。】 その他（　　　）は、種別毎台数を具体的にご記入願います。

(注)
　　災害廃棄物は、一般廃棄物であるため産業廃棄物処理業許可だけでは受入れることはできません。
　　そのため産業廃棄物処理施設で災害廃棄物を処理するためには「一般廃棄物処分業許可」若しくは
　　「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出」が必要となります。

4
(注)

令和２年４月１７日(金)までに熊本県産業資源循環協会にＦＡＸ（096-213-3362）によりご返信下さい。

災害廃棄物処理に係る調査票（運搬車両・重機・廃棄物処理施設等）

2

3

２ｔ(　　　　　台)、４ｔ（　　　　　台）、７ｔ（　　　　　台）、１０ｔ(　　　　　台)、
その他(　 　t　　台)、計（　　　　　　台）

２ｔ(　　　　　台)、４ｔ（　　　　　台）、１０ｔ(　　　　台)、その他（　 　t　　　台）
計(　　　　　台)

積載量２０ 以上(　　　　　台)、その他（　　　　　台）、計(　　　　　　台)

２ｔ(　　　　　台)、４ｔ（　　　　　台）、１０ｔ(　　　　台)、その他（　 　t　　　台）
計(　　　　　台)

４ｔ（　　　　台）、１０ｔ(　　　　台)、その他（　 　t　　　台）、計(　　　　　　台)

２０ｔ超（　　　　　　台）、その他（　　　　　　台）、計(　　　　　　台)

0.45重機運送（　　　　　　台）、0.70重機運送(　　　　　　　台)、
移動式破砕機等（　　　　　　台）、その他（　　　　　台）、計(　　　　　　台)

　②最終処分

記入欄

　①中間処理

２ｔ(　　　　　台)、４ｔ（　　　　　台）、１０ｔ(　　　　台)、その他（　 　t　　　台）
計(　　　　　台)

0.15(　　　　　　　台)、0.25（　　　　　　　　台）、0.45（　　　　　　台）、
0.70(　　　　　　　台)、　その他(　 　 t 　 台)、計（　   　　　　　台）

保有台数

許可等取得状況

保有台数

0.15（　            台）、0.25（　　　　　　　 台）0.45(  　　　　　　台)、
0.70（　　　　　　　台）、その他（　　　 　　 台）、計(　　　　　　　台)

1.70(　　　　　　台)、その他（　　 　  　　台）、計(　　　　　　台)

４ｔ（　　　　　　　台）、その他（　 　t　　　台）、計(　　　　　　台)
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FAX ０９６－２１３－３３６２ 

（一社）熊本県産業資源循環協会 行 

 災害廃棄物支援に関する会員企業の対応可能な支援の状況調査  
熊本県南豪雨による市町村からの災害廃棄物の支援要請に伴い会員企業の現段階で

対応可能な人的支援、移動式処理機、重機、収集運搬車輌、処分施設を把握したいので、

ご協力をいただける会員企業は、以下にご記入のうえ、７月１０日（金）までにＦＡＸ

により協会事務局へご返信下さい。 
 なお、期日までに返信されない場合は、対応不可能とさせていただきます。 

 

１【仮置き場（現場作業員）】（自社社員のみ、派遣は除く） 

現場作業員数 人  

２【移動式処理機、重機、車輌等】対応可能な数量を記入下さい。（自社所有分のみ、リース除く） 

NO. 摘 要 
支援可能数量 

（現在、支援中で使用しているものを除く） 

（１）移動式処理機  

 破砕機（木くず） 台  

（２）重機  

① ユンボ（0.45） 台  

② ユンボ（0.70） 台  

③ ショベルローダー（1.70） 台  

④ 散水車４ｔ 台  

（３）収集運搬車輌  

① 深ボデーダンプ（2ｔ） 台  

② 深ボデーダンプ（4ｔ） 台  

③ 深ボデーダンプ（7ｔ） 台  

④ 深ボデーダンプ（10ｔ） 台  

⑤ 土砂ダンプ（2ｔ） 台  

⑥ 土砂ダンプ（4ｔ） 台  

⑦ 土砂ダンプ（10ｔ） 台  

⑧ 特殊深ボデー車（積載量５０ 以上） 台  

⑨ パッカー車（2ｔ） 台  

⑩ パッカー車（4ｔ） 台  

⑪ パッカー車（10t） 台  

⑫ ガット車（4ｔ）つかみ付 台  

⑬ ガット車（10ｔ）つかみ付 台  

⑭ トレーラ土砂ダンプ（20ｔ超） 台  

３【処分施設（中間処理・管理型最終処分）】 

災害廃棄物を処分する場合は、一般廃棄物設置許可か熊本県への届出が必要です。 

NO. 摘 要 支援可能な受入量 

① 可燃物 ｍ3  

② 不燃物 ｍ3  

③ がれき類等 ｍ3  

④ 混合廃棄物 ｍ3  

⑤ 木くず ｍ3  

 

令和２年７月  日 

 

会 員 名 

責任者名          携帯番号    ―    ―     

緊急 
資料２ 
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仮置場運営等にご協力いただく際のルール 

 

1. 全体 

 

① 皆様からご回答いただいたアンケートの集計結果は、管理者にお渡しします。 

② どの会社様にどのような内容の協力要請をするかは、管理者の判断となります。 

③ 協力要請をする場合は、管理者から各社に直接連絡が入ります。各社から管理者への連

絡は控えてください。 

④ ご協力いただく期間は、管理者の判断となります。 

⑤ 予定していたよりも、ご協力いただく期間が短くなる場合があります。いかなる事情であ

っても、管理者の判断に従ってください。 

⑥ 仮置場や収集・運搬時にトラブル等を起こした場合、トラブルを起こした方だけではなく、

その会社に所属する他のメンバーも本事業には携われなくなります。 

⑦ 派遣できる人員は、自社に所属している人員のみとなります。 

その際、雇用状況（保険証若しくは雇用契約等）を確認できるものを提示ください。 

⑧ 重機及び重機オペレーターは、1 ヶ月以上派遣できる人を選定してください。（管理者の判

断で 1 ヶ月以下になる場合があります。） 

⑨ 作業員は、2 週間以上派遣できる人を選定してください。（管理者の判断で 2 週間以下に

なる場合があります。） 

⑩ 仮置場の運営については、管理者に一任しています。理事・支部長・事務局等へのクレー

ム・お問い合わせは控えてください。 

 

2. 現場の従事者（現場に派遣される際に、必ず伝達してください。） 

 

① 現場で管理者が定めるルールに従ってください。所属している会社のルールよりも、現場

のルールを優先してください。 

② 管理者及び現場で定められているリーダーの指示に従ってください。 

③ 仮置場に災害廃棄物を搬入されるのは被災者やボランティアの方々です。いかなる事情

があっても、言い争い、喧嘩（トラブル等）は許されません。 

④ 以上のルールを守れていないと管理者が判断した場合、本人だけではなく、その会社に所

属する他のメンバーも本業務には携われなくなります。 

 

以上 
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令和3年12月24日 Page:　　１

顧客コード：「003:㈲オー・エス収集センター」～「2482:武田解体㈱」
顧客条件：退会業者を除く

分類 所属支部(顧客) 顧客 支援可能項目 支援可能（台）数 受入可能廃棄物品目 支援可能な受入量 備考（単位等） 災害担当者(顧客) 災害担当者携帯番号(顧客) 市町村（稼働中） 稼働数

災害支援一覧
一般社団法人　熊本県産業資源循環協会

1
3
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支
部

訪
問
者

市
町
村
名

熊
本
市

支
部

熊
本
市

津
奈
木
町

相
良
村

南
部

支
部

天
草
市

上
天
草
市

苓
北
町

五
木
村

山
江
村

球
磨
村

水
俣
市

芦
北
町

あ
さ
ぎ
り
町

多
良
木
町

湯
前
町

水
上
村

人
吉
市

錦
町

宇
城
市

美
里
町

宇
城

支
部

八
代
市

氷
川
町

益
城
町

甲
佐
町

山
都
町

宇
土
市

御
船
町

嘉
島
町

城
北

支
部

小
国
町

産
山
村

高
森
町

南
阿
蘇
村

菊
陽
町

阿
蘇
市

南
小
国
町

山
鹿
市

菊
池
市

合
志
市

大
津
町

南
関
町

和
水
町

天
草

支
部

仮
置
き
場

市
町
村
担
当
課
名
、

担
当
者
名

仮
置
き
場
の
名
称

住
所

面
積
（
㎡
）

公
有
地
か

否
か

河
川
敷
や
崖
地
等
の

不
適
地
で
な
い
か

地
面
の
状
況

（
舗
装
・
非
舗
装

（
敷
鉄
板
の
要
否
）
）

搬
入
・
搬
出
路
の
確
保

（
幅
は
十
分
か
（
10
tト

ラ
ッ
ク
進
入
可
）

レ
イ
ア
ウ
ト
概
要
は

設
定
済
み
か

度
（
反
対
は
無
い
か
、
破
砕
機
の
導
入

可
否
）

他
の
用
途
へ
の

転
用
可
能
性
の

有
無

玉
東
町

一
廃
の
収
集
方
法

（
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
方

支
部
管
轄
市
町
村
の
災
害
廃
棄
物
仮
置
場
設
置
状
況
等
に
つ
い
て

荒
玉

支
部

荒
尾
市

玉
名
市
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